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令和３年度大館市財政健全化審査及び 

経営健全化審査意見の提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の

規定により審査に付された令和 3 年度大館市一般会計等に係る健全化判断比率及

び令和 3 年度大館市公営企業会計に係る資金不足比率等を審査したので、その結

果について次のとおり意見を提出する。 



監査委員室

令和4年8月3日～ 8月26日（実質17日間）

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認められた。

令和３年度財政健全化審査意見

１　準拠基準

　 大館市監査基準

２　審査の種類

　 財政健全化審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項）

３　審査の対象

令和3年度大館市一般会計等に係る実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将

来負担比率（以下これらを総称し「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記

載した書類

４　審査の着眼点

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ正確であ

るか等に着目し審査を実施した。

なお、その他の着眼点として、全国都市監査委員会策定の「実務ガイドライン 第3編 監査等の手

続」における健全化判断比率等審査の着眼点を参考とした。

５　審査の主な実施内容

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、諸帳簿及び証拠書類と

照合、点検を行うとともに、不明な点については関係職員に説明を求め、必要な聴き取りを行った。

また、公営企業会計決算審査及び一般・特別会計決算審査の結果等と相互に連携を図り、審査を

行った。

６　審査の実施場所及び日程

実 施 場 所

日 程

７　審査の結果
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① 実質赤字比率 － － － 12.27 20.00

　 健全化判断比率は、次のとおりである。

（単位：％、㌽）

健全化判断比率 令和3年度 令和2年度 比 較 増 減
令 和 3 年 度
早 期 健 全 化
基 準

令 和 3 年 度
財 政 再 生
基 準

③ 実質公債費比率 8.2 8.4 △ 0.2 25.0 35.0

② 連結実質赤字比率 － － － 17.27 30.00

　 また、健全化判断比率の推移は、次のとおりである。

（単位：％）

健全化判断比率 令和元年度 令和2年度 令和3年度平成29年度 平成30年度

④ 将来負担比率 82.2 87.5 △ 5.3 350.0 －

② 連結実質赤字比率 － － －－ －

① 実質赤字比率 － － －－ －

82.272.1 72.9

③ 実質公債費比率 8.5 8.4 8.28.8 8.5

④ 将来負担比率 72.7 87.5

② 連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率で、すべての会計

の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財

政運営の深刻度を示すものである。

実質収支及び連結実質収支は黒字であり、前年度と同様、実質赤字比率及び連結実質赤字比率

は算定されない。

実質公債費比率は8.2％で前年度より0.2㌽低下し、将来負担比率は82.2％で前年度より5.3㌽低下

しており、ともに早期健全化基準を下回っている。

　 今後も、これら健全化判断比率の推移に留意しながら、引き続き財政の健全化に努められたい。

※ ① 実質赤字比率

一般会計等の実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込

まれる経常的一般財源の規模）に対する比率で、福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般

会計等の赤字を指標化し、財政運営の深刻度を示すものである。
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③ 実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（公営企業の元利償還金に係る一般会計か

らの繰出金や公債費に準ずる債務負担行為等公債費類似経費）の標準財政規模を基本とした額に対

する比率（過去3か年平均で示される。）で、借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、

資金繰りの危険度を示すものである。

④ 将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、地方

公共団体の一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度

を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかを示すものである。
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地方公営企業法適用事業

　 令和 ３ 年度　大館市水道事業会計

　 令和 ３ 年度　大館市工業用水道事業会計

　 令和 ３ 年度　大館市下水道事業会計

　 令和 ３ 年度　大館市病院事業会計

地方公営企業法非適用事業

　 令和 ３ 年度　大館市戸別浄化槽整備事業特別会計

　 令和 ３ 年度　大館市公設総合地方卸売市場特別会計

　 令和 ３ 年度　大館市農業集落排水事業特別会計

令和３年度経営健全化審査意見

１　準拠基準

　 大館市監査基準

２　審査の種類

　 経営健全化審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項）

３　審査の対象

　 次の事業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

４　審査の着眼点

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ正確である

か等に着目し審査を実施した。

なお、その他の着眼点として、全国都市監査委員会策定の「実務ガイドライン 第3編 監査等の手

続」における健全化判断比率等審査の着眼点を参考とした。

５　審査の主な実施内容

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、諸帳簿及び証拠書類と照

合、点検を行うとともに、不明な点については関係職員に説明を求め、必要な聴き取りを行った。

また、公営企業会計決算審査及び一般・特別会計決算審査の結果等と相互に連携を図り、審査を

行った。
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公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率で、公営企業の資金不足額を公営企業の

事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものである。資金不足

額は資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を

控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を

基本としている。

摘 要

病 院 事 業 会 計 1.4 －

－

水 道 事 業 会 計 － －

20.0

対象となる7会計のうち6会計では資金不足額が生じていないものの、病院事業会計で資金不足額

が生じている。本年度の資金不足額は149,929千円で、これを事業の規模10,125,150千円で除して得

られる資金不足比率は1.4％となっている。

病院事業会計においては、新型コロナウイルス感染症の影響などにより厳しい経営状況が続いてお

り、資金繰りも一層厳しさを増しているが、職員一丸となってこの難局を乗り越え、経営の健全化に向

けて努力されたい。

資金不足比率

戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業
特 別 会 計

－ －

地 方 公 営
企 業 法
非 適 用 事 業

公 設 総 合 地 方 卸 売
市 場 特 別 会 計

－ －

農 業 集 落 排 水 事 業
特 別 会 計

－ －

※

資

金

不

足

比

率

地 方 公 営
企 業 法
適 用 事 業

工 業 用 水 道 事 業 会 計 －

下 水 道 事 業 会 計 － －

実 施 場 所 監査委員室

日 程 令和4年8月3日～ 8月26日（実質17日間）

７　審査の結果

６　審査の実施場所及び日程

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に

作成されているものと認められた。

　 対象会計の資金不足比率は、次のとおりである。

（単位：％）

区分 対象公営企業会計 令和3年度 令和2年度
令 和 3 年 度
経営健全化基準
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